
 

 

 

宇治市スポーツ推進計画の見直しに当たって 

 

1. 計画見直しの趣旨 

宇治市スポーツ推進計画が平成 27 年 3 月に策定されて以降、国では第 2 期スポーツ

基本計画の策定が、京都府では京都府スポーツ推進計画の中間年改定が行われました。

また、人口減少や少子高齢化の進展、ICT 技術の発達、新型コロナウイルス感染症によ

る影響等、社会状況が変化する中で、現状を踏まえた計画に見直しを行います。 

 

 

2. 計画の期間 

宇治市第 6 次総合計画等との整合を図る観点から、始期、終期を合わせて令和 4～15

年度までの 12年間とします。社会状況等を踏まえ、中間年に見直しを予定しています。 

 

 

＜スポーツ推進計画と関連計画の関係＞ 

 

 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

第1次中期計画
H23-H25

第2次中期計画
H26-H29

第3次中期計画
H30-R3

第1次中期計画
R4-R7

第2次中期計画
R8-R11

第3次中期計画
R12-R15

国スポーツ基本計画
（第1期）H24-H28

国スポーツ基本計画
（第2期）H29-R3

国スポーツ基本計画
R4-R8

国スポーツ基本計画
R9-R13

府スポーツ推進計画
（前期）H26-H30

府スポーツ推進計画
（後期）R1-R5

府スポーツ推進計画
R6-R10

府スポーツ推進計画
R11-R15

市スポーツ振興計画
H21-H26 市スポーツ推進計画

H27-R3 〈新〉市スポーツ推進計画
R4～R15

第5次総合計画
H23-R3

第6次総合計画
R4-R15

市

国

府

H23.8～

スポーツ基本法施行
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